
 

住居表示実施に伴う地域包括支援センターの日常生活圏域の変更について 

 

 

１ 変更の理由 

 平成２４年７月に基幹型地域包括支援センターが開設され、市内を５つの日常生活圏域に

分け、それぞれの圏域に地域包括支援センターを設置しているところであるが、平成２４年

１０月と平成２５年１０月の住居表示実施に伴い、現在、中央東圏域と東圏域の一部で、同

一町丁名であるにも関わらず、別の日常生活圏域に属する地域ができている。 

 同一町丁名を同一の日常生活圏域にすることで、住民の利便性の向上を図るため、圏域の

変更を実施する。 

  

２ 変更案 

 同一町丁名であるにも関わらず、別の日常生活圏域に属する地域を、下記のとおり変更す

る。 

圏域 旧住所 新住所 

中
央
東
圏
域 

大沼町１～７丁目 大沼町１～７丁目 

（大沼町５丁目１９番を除く）   

花小金井８丁目２～１０番   

天神町２丁目２５～２９番   

東
圏
域 

天神町１～４丁目 天神町１～４丁目 

（天神町２丁目２５～２９番を除く） 花小金井１～８丁目 

花小金井１～８丁目 
 

（花小金井８丁目２～１０番を除く）   

大沼町５丁目１９番   

※ 変更箇所のみの表示 

 

３ 変更の時期 

 平成２６年４月１日 

  

平成２６年３月１９日  

小平市介護保険運営協議会 
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圏域変更に伴う住所の新旧対照表 

 

圏域 旧住所 新住所 

西 

圏 

域 

中島町 

変更なし 

たかの台 

上水新町１～３丁目 

小川町１丁目 

栄町１～３丁目 

上水本町１丁目 

津田町１丁目 

中
央
西
圏
域 

小川西町１～５丁目 

変更なし 
小川東町１～５丁目 

上水本町２～６丁目 

津田町２～３丁目 

学園西町１～３丁目 

中
央
圏
域 

小川東町 

変更なし 小川町２丁目 

学園東町１丁目 

中
央
東
圏
域 

上水南町１～４丁目 上水南町１～４丁目 

喜平町１～３丁目 喜平町１～３丁目 

学園東町２～３丁目 学園東町２～３丁目 

学園東町 学園東町 

仲町 仲町 

美園町１～３丁目 美園町１～３丁目 

大沼町１～７丁目 大沼町１～７丁目 

（大沼町５丁目１９番を除く）   

花小金井８丁目２～１０番   

天神町２丁目２５～２９番   

東 

圏 

域 

回田町 回田町 

御幸町 御幸町 

鈴木町１～２丁目 鈴木町１～２丁目 

天神町１～４丁目 天神町１～４丁目 

（天神町２丁目２５～２９番を除く） 花小金井南町１～３丁目 

花小金井南町１～３丁目 花小金井１～８丁目 

花小金井１～８丁目 
 

（花小金井８丁目２～１０番を除く）   

大沼町５丁目１９番   

 


